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はじめに

　アジアでフランチャイズが一番発展している日本では、
現在に至って日本フランチャイズ企業は国内市場の飽和傾
向や、生産年齢人が減少する時代が到来するなどの難解な
課題に直面している。そして、グローバリゼーションの影
響を受け、今後の有効な解決策としては、日本フランチャ
イズ企業は海外に向かって、事業を展開することが重要に
なると考えられる。したがって、初期投資を大幅に低減す
ることや、短時間で多店舗化を実現することなどというフ
ランチャイズのメリットからみると、今後、先進国のみな
らず、購買力が強く、有望な市場としてのアジア新興国、
とりわけベトナムにも成長可能が高いと予測される。2013
年の ASEAN Stats（アセアン統計部）のデータによると、
アセアン10の中で、ベトナムは人口で第３位、全国土面積
で第４位、国内総生産（GDP）で第５位の位置にあり、
2001年から2010年までかけて各目 GDP の成長率が7.3％と
なり、タイより高かったこと、2012年４月の IMF の
World Economic Outlook では、2017年に7.0％の経済成長
を遂げる見通しであることなどが挙げられる。
　一方、日本の対ベトナム投資の状況について、日本から
の投資が本格的に1993年から始まって、今回（2011年か
ら）は第３次投資と思われる。ただし、第１次及び第２次
投資と違って、近数年、ベトナムの消費市場に対する日本
企業の関心が高まりつつある。そういっても、味千ラーメ
ン、ファミリマート CVS、ミニストップ CVS のようフラ
ンチャイズ方式で展開している日本企業の事例はまだ少な
いというのが現状である。ベトナム市場において、フラン
チャイズ方式は他の投資方式と比べると、非常にリスクが
低く、また、障壁と呼ばれる ENT 規制の対象外になるも
のの、強い関心を持って早期に市場参入した欧米企業に対
して、比較的に日本企業の進出がまだ少ない。そこで、本
研究では、日本のフランチャイズ企業の展開可能性及び課
題を明確にしたうえで、効果的で、適切な戦略を提案でき

ることを目的とする。

日本企業の国際フランチャイズ戦略の現状

　国内市場の飽和状態に近づきつつある課題かつ日本の社
会は人口高齢化、人口減少の方向に向かっている。そのた
め、日本のフランチャイズ本部の海外展開は急速に進んで
いる。
　日本フランチャイズ・チェーン協会会社では1996年の総
会で「国際委員会」を新設し、日本企業のフランチャイズ
海外展開の状況を理解するため、2000年からフランチャイ
ズ企業の国際化の調査を行っている。この調査は１年ごと
にフランチャイズ協会の正会員、準会員社を対象に「海外
展開状況アンケート」を実施されており、集計結果が協会
誌としての「フランチャイズ・エイジ」に掲載されてい
る。その結果から見ると、現在、日本企業のフランチャイ
ズ方式での海外進出の特徴、傾向などが判る。
　さらに、日本のフランチャイザーが海外進出する国際展
開では、フランチャイズ本部が、日本から個別のフラン
チャイジーに対して直接経営指導を行うなどしてフラン
チャイズ・システムを管理することは言うまでもなく、非
常に難しい。したがって、通常は、進出先の国に拠点を設
置し、その拠点となる者との間でマスター・フランチャイ
ズ契約を締結し、フランチャイズ展開を図ることになる。
進出先のフランチャイズ・システムの構築と管理の為に、
進出先にどのような観点から、大きく分けると、下記の３
つの方法が考えられる。
　また、日本の国際フランチャイズ展開においては、現地
でサブ・フランチャイズを行わず直営方式（純契約・スト
レート方式）で店舗展開するケースが多く見られる。

ベトナムにおけるフランチャイズ市場の現状及び成長
可能

　ベトナムにおけるフランチャイズについて、ベトナムベ
トナム商工省によれば、2004年に海外70ブランドがフラン
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チャイズの事業登録を行っていた。しかし、「The Saigon 
Times」というベトナムの雑誌によると、2009年以降、一
気に外資系企業の関心が高まったものの、2013年現在では
全国で96ブランドがフランチャイズを展開している。この
数字をみると、ベトナムが有望なフランチャイズ市場と高
評価されたとはいえ、アジアの他に国と比べれば、発展速
度がかなり遅いという現状が判る。
　更に、アジアの他の国にも同様の傾向が見られるが、ベ
トナムもフランチャイズ発展は外食業が牽引してきたと言
える。外食業において、圧倒的なマーケットシェアを確保
している米国ファストフードチェーン企業はフランチャイ
ズ方式によるベトナム進出が増加している。ヤム・ブラン
ズ傘下の KFC コーポレーションは1997年、ホーチミン市
に進出。2012年時点、全国にケンタッキー・フライド・チ
キン（KFC）が1,000店舗を展開し、ファストフード市場
でシェア６割を握っていた。サブウェイも2011年、ホーチ
ミン市に店を出した、2017年までに50店舗を目指すとして
いる。また、米国系以外では、フィリピンのジョリビー、
韓国のロッテリアも成功を収めている。したがって、ベト
ナムにおけるフランチャイズの特徴からみると、他の業種
より、アイスクリーム・バーラー・チェーンのバスキン・
ロビンス、KFC などのような外資系の外食業がかなり早
い段階から市場参入をしており、フランチャイズがこのよ
うな外資系外食を中心に発展してきたということが理解で
きる。一方、ベトナムのフランチャイズ市場と言えば、２
つの動向が存在しているという現状である。ベトナム企業
の独自のブランドでベトナム国内市場、あるいは海外市場
にフランチャイズを展開している動向、そして、外資系企
業が外国からのブランドでベトナム市場にフランチャイズ
を展開する動向もある。
　また、現在、ベトナムにおけるフランチャイズ事業の主
体を分類すると、次のように３つの方式が同時に導入され
ると言われる。それは現地企業とのフランチャイズ契約

型、100％現地法人設立型と合弁会社設立型である。それ
らの各々、独自の特徴を有する。一つ目は、現地企業との
フランチャイズ契約型とは現地企業とマスター・フラン
チャイズ契約を締結する方式である。二つ目の100％現地
法人設立型は100％子会社を現地に設立し、その子会社と
マスター・フランチャイズ契約を締結するという形態であ
る。三つ目は、合弁会社設立型とは現地企業と共に合弁会
社を設立し、その合弁会社とマスター・フランチャイズ契
約を締結する形態である。
　一方、業界観測筋によると、「ベトナムはフランチャイ
ズ・ビジネスが発展する素地が整いつつあるという。第一
に、近年経済成長率が７－８％と堅調に推移しているこ
と。第二に、若年層8,300万人が可処分所得を伸ばしてお
り、生活水準向上への意欲も強いこと。特に都市部では消
費者需要が拡大、国産商品に飽き足らずより高品質の商品
やサービスが求められている。西洋文化、高級商品、上質
なサービスを提供するフランチャイズはこの高まりつつあ
る需要の受け皿となっている。第三に、政情が安定してお
り海外からの投資を歓迎している。また、ベトナムは世界
貿易機構加盟国としての義務を果たすべく変化しており、
ビジネス環境全般が改善しつつあることも見逃せない」

（海外フランチャイズ情報，2011年３月号，No.051，P １
より）という。
　しかし、他の外資企業の情況と比較すると、ベトナム市
場において、フランチャイズに展開している日本企業がま
だ少ないという現状である。フランチャイズ市場におい
て、よく言われるのは早期参入が有効な戦略である。それ
で、ベトナム市場の潜在を認識したうえで、日本企業が積
極的に事業展開し、ベトナム市場シェアを獲得する必要が
あると考えられる。また、地域特性のあるベトナム市場に
とっては、適切な戦略を図ることも重要となる。

展開方式 特　　　　　　　　徴

①　純契約・
　　ストレート方式

現地パートナー企業と直接にマスター・フランチャイズ契約またはエリア・フランチャイズ契約を結ぶ。
→ 投資を伴わないため費用とリスクは小さいが、国際化の成否はパートナー企業の能力に依存することが大

きい。

②　子会社型

現地に100％子会社を設立して、そこを相手先としてマスター・フランチャイズ契約またはエリア・フラン
チャイズ契約を結ぶ。
→ 現地のすべての業務を本部（本国）側が行うため、運営はやりやすいが費用とリスクが大きくなり、現地

情報の不足などの問題も生じやすい。

③　合弁型

現地パートナー企業と合弁企業を設立して、それを受け皿企業としてマスター・フランチャイズ契約または
エリア・フランチャイズ契約を結ぶ。
→ 費用とリスクが発生するが、本部（本国）から人材も派遣できるため、パートナー企業の現地情報収集力

を活用しながら、本部の指導・監督の下に運営を行うことが可能。

図表１：展開方式及び特徴
出所：川端基夫，2012，p.20
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合弁形態の優位性及び複合型フォーマットの適用

　本研究のインタビュー調査の結果により、日本企業がフ
ランチャイズに海外展開、特にベトナム展開する際に、最
適な現地パートナーとの合弁でフランチャイズ契約の締結
が重要成功要因（KFS）となりうることが理解できる。主
な理由としては、一般的なフランチャイズ方式のメリット
以外にも、現地でのフランチャイズ本部知名度を向上でき
る効果ならび現地消費者の商習慣などの熟知が期待できる
からである。従って、地域により消費行動等が異なるベト
ナムでは、地域特性を生かす戦略が重要となる。更に、現
地企業との合弁で事業展開すれば「メイド・イン・ジャパ
ン」の全体的なイメージだけでなく、各々の日本企業の浸
透度が向上できる効果もポイントである。
　一方、今後、日本フランチャイズ企業がベトナム進出に
際して、他の日本企業と協力して複数企業で海外進出し方
も成功する可能もあり得る。したがって、下記の通り、複
合型フォーマット（図表２参照）を適用することが可能と
考えられる。
　日本国内の例として挙げると、ファミリーマート

（CVS）とイズミヤ（SM）などがそれに当たる。こうい
う複合型フォーマットのメリットは、短期に集客する可能
のみならず、知名度の向上、付加価値の共通サービスの利
用可能などが挙げられる。

まとめ

　上述したことをまとめてみれば、本研究では、今後の日
本企業の国際フランチャイズ戦略として、現地における
パートナーと合弁すること、また、複合型フォーマットを
導入することを提案する。そうすれば、消費者のみなら
ず、フランチャイジーに対して、知名度を上げる為、フラ
ンチャイザーとしての日本企業は自己 PR 向上に力を入れ
ることも重要であろうと思われる。
　また、ベトナムの現在では、参入障壁や事業リスクがあ

るとはいえ、市場ニーズがあり、潜在需要があることが全
てのビジネスの始まりであると考えれば、ベトナムフラン
チャイズ市場は、明らかに大きな潜在需要が存在し、将来
性のある魅力的な市場であると考えられる。
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図表２：複合型フォーマット
出所：筆者作成


